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○ 道路における禁止行為（５万円以下の罰金）
道路・歩道上をスケートボードで滑走する行為は、道路交通法で禁止
されており、取締りの対象になることがあります。

○ 立ち入りが禁止されている場所に立ち入ると、法律により処罰されます。


